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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれに固有の識別情報が付された第一の記録媒体と第二の記録媒体とに対して、情
報の記録または記録された情報の読取りを行う情報記録読取方法であって、
　前記第一の記録媒体に付された識別情報に基づいて情報が暗号化され第一の記録媒体に
記録された第一の暗号化情報を読取り、前記読取られた第一の暗号化情報を、前記第二の
記録媒体に付された識別情報に基づいて暗号化して第二の暗号化情報を生成し、前記生成
された第二の暗号化情報を前記第二の記録媒体に記録し、前記第二の記録媒体から第二の
暗号化情報を読取り、前記第二の暗号化情報を前記第二の記録媒体が持つ識別情報に基づ
いて解読し、前記解読された第二の暗号化情報を前記第一の暗号化情報として復元し前記
第一の記録媒体に記録すること、
　を特徴とする情報記録読取方法。
【請求項２】
　前記第一、第二の記録媒体の認証を行い、いずれも正規の記録媒体と認証された場合に
、前記第一、第二の記録媒体からそれぞれの暗号化情報の読取りを許可すること、
　を特徴とする請求項１に記載の情報記録読取方法。
【請求項３】
　第一の記録媒体が持つ識別情報に基づいて情報が暗号化され第一の記録媒体に記録され
た第一の暗号化情報を読取り、当該第一の暗号化情報を第二の暗号化情報として第二の記
録媒体に記録すると共に、前記第二の暗号化情報を読取り、当該第二の暗号化情報を第一
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の記録媒体に記録する情報記録読取装置であって、
　前記第一の記録媒体から第一の暗号化情報を読取る第一の読取手段と、
　前記読取られた第一の暗号化情報を、前記第二の記録媒体が持つ識別情報に基づいて暗
号化して第二の暗号化情報を生成する暗号化手段と、
　前記生成された第二の暗号化情報を、前記第二の記録媒体に記録する第二の記録手段と
、
　前記第二の記録媒体から第二の暗号化情報を読取る第二の読取手段と、
　前記第二の暗号化情報を前記第二の記録媒体が持つ識別情報に基づいて解読する解読手
段と、
　前記解読された第二の暗号化情報を第一の暗号化情報として復元し前記第一の記録媒体
に記録する第二の記録手段と、を有すること、
　を特徴とする情報記録読取装置。
【請求項４】
　前記読取手段は、
　前記第一、第二の記録媒体の認証を行う認証手段と、
　前記認証手段によって、前記第一、第二の記録媒体がいずれも正規の記録媒体と認証さ
れた場合、前記第一の暗号化情報の読取りを許可する許可手段と、を更に有すること、
　を特徴とする請求項３に記載の情報記録読取装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、音楽や映像、或いはコンピュータプログラム等の情報を記録再生する装置に用
いて好適な、情報記録読取方法ならびに装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
音楽や映像、或いはコンピュータプログラムなどの情報（著作物）を、通信によって電子
的に配信する頒布方法が主流になりつつある。かかる頒布方法では、情報の正規の供給元
からの頒布のみを認める取り決めが必要である。つまり、違法なコピーが氾濫して、著作
権者に多大な不利益を生じることが無いように、情報を受信してこれを記録、再生する装
置において、一方の装置から他方の装置へのコピーを禁止する取り決めをしておかなけれ
ばならない。ここでいうコピーとは、同時に２種類以上の媒体上に、同一のデータが存在
している状態をいう。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の取り決めによると、バックアップするためのコピーであっても認め
られないことになり、正規にその著作物を入手したユーザに不利益を生じかねない。例え
ば、ＨＤＤ（ハードディスク）内に格納された音楽、映像、あるいはプログラムデータが
何らかの原因により破壊された場合には再度入手する必要があり、場合によっては入手で
きなかったり、あるいはプログラムの場合、バージョンアップ等の関係により対応できな
いことも考えられる。
【０００４】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、複数の記録媒体を有する情報記録読取装
置において、第一の記録媒体に記録された情報データを、バックアップ用の第二の記録媒
体に記録する際、バックアップ用の第二の記録媒体に固有の識別情報に基づき暗号化して
記録することにより第一の記録媒体とはその内容を異にし、このことにより、コピー禁止
の概念を維持しつつ、バックアップするための記録を可能とする、情報記録読取方法なら
びに装置を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、それぞれに固有の識別情報が付された第一の記録媒体と第二
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の記録媒体とに対して、情報の記録または記録された情報の読取りを行う情報記録読取方
法であって、前記第一の記録媒体に付された識別情報に基づいて情報が暗号化され第一の
記録媒体に記録された第一の暗号化情報を読取り、前記読取られた第一の暗号化情報を、
前記第二の記録媒体に付された識別情報に基づいて暗号化して第二の暗号化情報を生成し
、前記生成された第二の暗号化情報を前記第二の記録媒体に記録し、前記第二の記録媒体
から第二の暗号化情報を読取り、前記第二の暗号化情報を前記第二の記録媒体が持つ識別
情報に基づいて解読し、前記解読された第二の暗号化情報を前記第一の暗号化情報として
復元し前記第一の記録媒体に記録すること、を特徴とする。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の情報記録読取方法において、前記第一、第
二の記録媒体の認証を行い、いずれも正規の記録媒体と認証された場合に、前記第一、第
二の記録媒体からそれぞれの暗号化情報の読取りを許可すること、を特徴とする。
【０００７】
このことにより、第一の記録媒体に記録された情報を、バックアップ用の第二の記録媒体
に記録する際、第二の記録媒体に固有の識別情報（第二の識別情報）に基づいて暗号化さ
れて記録される。つまり、第二の記録媒体に記録される情報は、第二の識別情報に基づい
て暗号化されたものであるから、第一の暗号化情報とは異なるものとなり、同一の情報を
複製するというコピーの概念には当たらなくなる。従って、コピー禁止の概念を維持しつ
つ、バックアップするための記録が可能となる。また、バックアップにあたり相互認証を
実行しながら行っているため不正なコピーの生成は発生しない。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、第一の記録媒体が持つ識別情報に基づいて情報が暗号化され
第一の記録媒体に記録された第一の暗号化情報を読取り、当該第一の暗号化情報を第二の
暗号化情報として第二の記録媒体に記録すると共に、前記第二の暗号化情報を読取り、当
該第二の暗号化情報を第一の記録媒体に記録する情報記録読取装置であって、前記第一の
記録媒体から第一の暗号化情報を読取る第一の読取手段と、前記読取られた第一の暗号化
情報を、前記第二の記録媒体が持つ識別情報に基づいて暗号化して第二の暗号化情報を生
成する暗号化手段と、前記生成された第二の暗号化情報を、前記第二の記録媒体に記録す
る第二の記録手段と、前記第二の記録媒体から第二の暗号化情報を読取る第二の読取手段
と、前記第二の暗号化情報を前記第二の記録媒体が持つ識別情報に基づいて解読する解読
手段と、前記解読された第二の暗号化情報を第一の暗号化情報として復元し前記第一の記
録媒体に記録する第二の記録手段と、を有すること、を特徴とする。
【０００９】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の情報記録読取装置において、前記読取手段
は、前記第一、第二の記録媒体の認証を行う認証手段と、前記認証手段によって、前記第
一、第二の記録媒体がいずれも正規の記録媒体と認証された場合、前記第一の暗号化情報
の読取りを許可する許可手段と、を更に有すること、を特徴とする。
【００１２】
上記構成により、第一の記録媒体に記録された内容を第二の記録媒体にバックアップする
場合暗号化手段を介して暗号化される。ここでの暗号化は、第二の記録媒体に固有の識別
情報（ＩＤ）を抽出し、かかる抽出した識別情報を暗号化するための鍵データとして用い
ることにより行われる。従って、ここでは、第一の記録媒体が持つ固有の識別情報で暗号
化された情報は、更に第二の記録媒体が持つ識別情報で暗号化されることになる。一方、
第一の記録媒体に記録されたデータ（元データ）が何らの原因によって破壊された場合に
は第二の記録媒体から得られるデータ（バックアップデータ）を用いて復元する必要があ
る。このとき、第二の記録媒体から読み出されたデータは復調され、解読手段によって第
二の記録媒体が持つ識別情報を元に解読が行われ、その解読された情報、つまり、第一の
記録媒体が持つ固有の識別情報で暗号化された情報が第一の記録媒体に書き込まれる。こ
のことにより、第一の記録媒体が持つ識別情報のみによって暗号化された情報が第一の記
録媒体に書込まれたことになる。
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【００１３】
以上によりコピー禁止の概念を維持しつつ、バックアップするための記録、あるいは復元
するための読取りが可能となる。尚、上記読取り及び書込みはいずれも相互認証を行うこ
とによってなされるため、不正なコピーやデータが消失することはない。
【００１４】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明が採用される情報再生システムの実施形態を示す図である。情報再生シス
テムは、音源となるホームサーバ１を核に、マンマシンインタフェースとなるワイヤレス
スピーカ３が複数分散配置されることによってユーザに再生情報が享受される構成になっ
ている。そして、ユーザが携帯するワイヤレス端末２の移動に伴い、ホームサーバ１に接
続されるワイヤレススピーカ３が選択されるようになっている。
【００１５】
図２は、図１に示すホームサーバ１の内部構成を示すブロック図である。図において、１
１は親機となる当該ホームサーバ１の制御中枢となるＣＰＵである。ＣＰＵ１１は、操作
キー１２を介してユーザから与えられる指令を解読して表示部１３に処理結果を表示した
り、後述する各ブロックの制御を行う。ＣＰＵ１１は、上記したいずれの制御も内蔵プロ
グラム（図示せず）を読み出し逐次実行することによりなされる。１４はＩＤＲＯＭであ
り、当該ホームサーバ１が持つユニークな識別番号を主に格納するメモリである。
【００１６】
１５は送受信ユニットであり、制御部１５１を核に、送信部１５２と受信部１５３で構成
される。送信部１５２は、ＣＰＵ１１ならびに制御部１５１による制御の下、ＣＤプレー
ヤ４５、チューナ４６、ＨＤＤ１６等の音源からアドレスデータバス１６１、１６２経由
で供給される音声信号を、マルチプレクサ１７、エンコーダ１８を介して変調し、マンマ
シンインタフェースとなる複数のワイヤレススピーカ３へ送信する。受信部１５３は、Ｃ
ＰＵ１１ならびに制御部１５１による制御の下、ワイヤレス端末２、またはワイヤレスス
ピーカ３から供給される信号を受信し、デコーダ１９で復元し、必要に応じてデマルチプ
レクサ２０、アドレスデータバス１６１、１６２経由でＨＤＤ１６にダウンロードする。
【００１７】
４４はバックアップ用ＨＤＤであり、ＨＤＤ１６と同じくアドレスデータバス１６１、１
６２に接続され、ＣＰＵ１１による制御の下で音楽データが記録され、また、読出され、
音源として再生系に供給するものとする。図５にその詳細が示されている。
【００１８】
図３は、図１に示すワイヤレス端末２の内部構成を示すブロック図である。図において、
２１は子機となる当該ワイヤレス端末２の制御中枢となるＣＰＵである。ＣＰＵ２１は、
命令コード記憶部２５に格納された再生指令や記録指令等を表す命令コード（後述するリ
レーコードを含む）を読出し実行する他、操作キー２２、表示部２３による入出力処理を
行う。２４はＩＤＲＯＭであり、主に当該ワイヤレス端末のユニークな識別番号（ＩＤ）
が格納されている。
【００１９】
２６は送受信ユニットであり、制御部２６１を核に、送信部２６２と受信部２６３で構成
される。送信部２６２は、ＣＰＵ２１ならびに制御部２６１による制御の下、エンコーダ
４２を介して変調された信号をホームサーバ１及びワイヤレススピーカ３に供給する。受
信部２６３は、ＣＰＵ２１及び制御部２６１による制御の下、受信した信号をデコーダ４
１によって復元し、デマルチプレクサ４３を介してＣＰＵ２１に供給する。ＨＤＤ２７に
記録された音声情報は、ＣＰＵ２１による制御の下、Ｄ／Ａ変換器２８を介してアナログ
信号に変換され、アンプ２９経由でワイヤレス端末２が持つ携帯スピーカ３０に供給され
る。
【００２０】
図４は、図１に示すワイヤレススピーカ３の内部構成を示すブロック図である。図におい
て、３１は子機となる当該ワイヤレススピーカ３の制御中枢となるＣＰＵである。ＣＰＵ
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３１は、内蔵するプログラムに従い後述する各ブロックの制御を行う。３２はＩＤＲＯＭ
であり、当該ワイヤレススピーカ３に付されたユニークな識別番号が主に格納されるメモ
リである。
【００２１】
３３は送受信ユニットであり、制御部３３１を核に、送信部３３２、受信部３３３、そし
て、電界強度測定部３３４で構成される。送信部３３２は、ＣＰＵ３１により生成される
信号をエンコーダ３６を介して変調し、親機であるホームサーバ１あるいは子機であるワ
イヤレス端末２へ供給する。受信部３３３は、制御部３３１による制御の下、親機である
ホームサーバ１から受信した音声信号をデコーダ３７により復元し、デマルチプレクサ３
８経由でＣＰＵ３１に供給する。ＣＰＵ３１が受信した音声信号は、Ｄ／Ａ変換器３９を
介してアナログ信号に変換され、アンプ３４経由でマンマシンインタフェースとしてのス
ピーカ３５に供給され所望の音声として出力される。
【００２２】
尚、電界強度測定部３３４は、ＣＰＵ３１による制御の下、子機であるワイヤレス端末２
から発せられるリレーコードの電界強度を測定する部分であり、ユーザが当該ワイヤレス
スピーカ３近傍（例えば半径５０ｃｍ四方）にいるか否かの判定のために微弱電力で発信
されるリレーコードが使用される。リレーコードの受信結果はＣＰＵ３１に供給される。
【００２３】
上述した情報再生システムにおいて、本発明の情報記録読取装置は、例えばホームサーバ
１に適用される。ホームサーバ１は、それぞれ固有の識別情報（ＩＤ）が付された元デー
タを記録する元ディスクであるＨＤＤ１６と、バックアップデータを記録するバックアッ
プ用ディスクであるＨＤＤ４４とを備え、元ディスクである一方のＨＤＤ１６に付された
媒体ＩＤ（ＩＤ１）に基づいて、例えば、ＤＥＳ（Data　Encryption　Standard）等の良
く知られた暗号化技術を用いて暗号化され、記録された暗号化情報を読取り、ここで読取
られた暗号化情報を更にバックアップ用のＨＤＤ４４に付された媒体ＩＤ（ＩＤ２）に基
づいて暗号化することによりバックアップ用データを生成し、この生成された暗号化情報
をバックアップ用ＨＤＤ４４に記録する。一方、ＨＤＤ１６に記録されている元データが
何らかの理由により破壊された場合には、その媒体ＩＤ（ＩＤ２）を使用してバックアッ
プ用ＨＤＤ４４から元データを復元する。
【００２４】
尚、記録媒体に固有の識別情報であるＩＤは、本発明実施形態で用いられるＨＤＤであれ
ばディスクの固定領域（ＦＡＴ：File　Allocation　Table）に、また、光ディスクであ
ればプリフォーマットとして同じく固定領域に書替え不可の状態で設定されている。本発
明では、これら記録媒体が物理的に破壊されない限り、ＩＤが書き替えられることはない
ことを前提に以下に詳細に説明する。
【００２５】
図５は、図１に示すホームサーバ１のＨＤＤ１６、４４が持つ周辺回路の詳細を示すブロ
ック図である。図中、Ａサイドに元ディスクとなるＨＤＤ１６の周辺回路が、Ｂサイドに
バックアップディスクとなるＨＤＤ４４の周辺回路が示されている。
【００２６】
ＨＤＤ１６の周辺回路は、ピックアップユニット１１１、復調器１１２、変調器１１３、
解読器１１４、１１８、ＩＤ抽出回路１１５、ドライブＣＰＵ１１６、マルチプレクサ１
１７、暗号器１１９で構成される。ＨＤＤ４４の周辺回路は、ピックアップユニット１２
０、変調器１２１、復調器１２２、暗号器１２３、ドライブＣＰＵ１２４、ＩＤ抽出回路
１２５で構成される。
【００２７】
ＨＤＤ１６の周辺回路にあるピックアップユニット１１１は、元ディスク１６に対してリ
ードライトを行うために用意される磁気ヘッドを含むリードライト回路である。ここで書
き込まれる内容は、例えば、外部から通信により供給される入力データを、暗号器１１９
により元ディスク１６が持つ媒体ＩＤに従って暗号化することにより生成される。ここで
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の暗号化は、ＩＤ抽出回路１１５によって抽出されたＩＤ１がドライブＣＰＵ１１６経由
で供給されることによりなされる。そして、マルチプレクサ１１７、変調器１１３経由で
ピックアップ１１１に供給し、元ディスク１６に書込む。また、元ディスク１６から読出
されたデータは、復調器１１２を経由し、解読器１１４で暗号化が解かれて、ホームサー
バ１が持つＤ／Ａ変換回路等の再生系（図示せず）に出力される。
【００２８】
一方、元ディスク１６に記録された内容をＨＤＤ４４にバックアップする場合は、元ディ
スク１６からピックアップ１１１、復調器１１２経由で読出された内容は、Ｂサイドに示
されるＨＤＤ４４周辺回路にある暗号器１２３で暗号化される。ここでの暗号化は、ドラ
イブＣＰＵ１２４の制御の下でＩＤ抽出回路１２５によって抽出されるバックアップ用Ｈ
ＤＤ４４の媒体ＩＤ（ＩＤ２）がドライブＣＰＵ１２４を経由して供給され、このＩＤに
基づいて暗号化される。従って、ここでは、ＩＤ１で暗号化された情報が更にＩＤ２で暗
号化されることになる。
【００２９】
元ディスク１６に記録されていたデータが何らの原因により破壊された場合には、バック
アップディスク４４から得られるデータを復元する。このき、バックアップディスク４４
からピックアップ１２０経由で読み出されたデータは、復調器１２２によって復調され、
ドライブＣＰＵ１２４の制御の下、ＨＤＤ１６の周辺回路の解読器１１８に供給される。
解読器１１８では、復調器１２２から得られるデータに関し、ドライブＣＰＵ１１６を介
して通知されるバックアップ用ＨＤＤ４４の媒体ＩＤであるＩＤ２による暗号化を解いて
、ＩＤ２を分離してマルチプレクサ１１７、変調器１１３経由でピックアップ１１１へ供
給する。このことにより、ピックアップユニット１１１は、ＩＤ１のみにより暗号化され
た情報を元ディスク１６に書き込む。
【００３０】
尚、上述した各ブロックは、いずれもハードウェアとして説明したが、一部をドライブＣ
ＰＵ１１６、１２４が持つファームウェアで実現してもよい。
【００３１】
図６、図７は本発明実施形態の動作を示すフローチャートであり、それぞれ、バックアッ
プ記録の際におけるドライブＣＰＵ１２４の動作手順、復元記録の際におけるドライブＣ
ＰＵ１１６の動作手順が示されている。いずれも（ａ）はメインルーチン、（ｂ）あるい
は（ｃ）はサブルーチンを示す。
【００３２】
以下、図６、図７を参照しながら図５に示す本発明実施形態の動作について詳細に説明す
る。まず、ドライブＣＰＵ１２４は、ドライブＣＰＵ１１６との間で相互認証処理を行う
（ステップＳ６１）。相互認証は、図６（ｂ）に示すように、ＣＰＵ１１６に対してあら
かじめ定義された認証コードを要求し（ステップＳ６１１）、その認証コードをチェック
して（ステップＳ６１１）、それが所定のコードであれば、あらかじめ定義されたドライ
ブＣＰＵ１２４の認証コードをドライブＣＰＵ１１６に送出し（ステップＳ６１３）、ド
ライブＣＰＵ１１６からＡＣＫが返答されたときに認証成功（ステップＳ６１４）とする
。認証が失敗に終わった場合はエラーとする（ステップＳ６１５）。
【００３３】
次に、ドライブＣＰＵ１２４は、バックアップディスク４４の媒体ＩＤ（ＩＤ２）を抽出
する（ステップＳ６２）。そしてドライブＣＰＵ１１６に対してデータ転送要求を発行し
（ステップＳ６３）、元ディスク１６から元データを供給することを要求し、そのデータ
に基づいて記録処理を行う（ステップＳ６４）。記録処理は、図６（ｃ）に示すように、
暗号器１２３でドライブＣＰＵ１２４を介して供給されるＩＤ２に基づき、復調器１１２
から得られる元データ（ＩＤ１により暗号化済み）を暗号化し（ステップＳ６４１）、変
調器１２１で記録変調して、ピックアップ１２０経由でバックアップディスク４４にその
内容を書き込む（ステップＳ６４２）ことによりなされる。そして、所望の所定量のデー
タ転送が終了したか否かをチエック（ステップＳ６５）し、否の場合、ステップＳ６３以
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降の処理を繰り返し全ての転送終了を待ってバックアップ処理を終える。
【００３４】
次に、元データが何らかの原因により破壊されたときのバックアップディスク４４による
復元記録処理について図７のフローチャートを参照しながら説明する。まず、ドライブＣ
ＰＵ１１６は、相互認証処理を行う（ステップＳ７１）。相互認証処理は、図６（ｂ）で
示す手順と同様である。次に、ドライブＣＰＵ１２４に対してバックアップディスク４４
の媒体ＩＤであるＩＤ２の送信要求を発行する（ステップＳ７２）。そして、バックアッ
プディスク４４からのデータ転送を要求し（ステップＳ７３）、元ディスク１６への記録
処理を実行する（ステップＳ７４）。
【００３５】
記録処理は、図７（ｂ）に示すように、ドライブＣＰＵ１１６は、復調器１２２を介して
得られるバックアップ用ＨＤＤ４４の媒体ＩＤ（ＩＤ２）で暗号化されているバックアッ
プデータを解読器１１８により、ステップＳ７２で供給されたＩＤ２に基づいて解読し（
ステップＳ７４１）、マルチプレクサ１１７を介して変調器１１３で記録変調する（ステ
ップＳ７４２）。変調器１１３で記録変調されたバックアップデータは、ピックアップユ
ニット１１１経由で元ディスク１６に書き込まれる。
【００３６】
次に、所望の所定量のデータ転送が終了したか否かをチェック（ステップＳ７５）し、否
の場合、ステップＳ７３以降の処理を繰り返し全ての転送終了を待って復元記録処理を終
える。
【００３７】
以上説明のように本発明は、第一の記録媒体１６に記録された元データをバックアップす
るとき、第一の記憶媒体に付された識別情報（ＩＤ１）に基づいて暗号化され記録される
第一の暗号化情報を読取り、読取られた第一の暗号化情報を、バックアップ用の第二の記
録媒体４４に付された識別情報（ＩＤ２）に基づいて暗号化して第二の暗号化情報を生成
し、ここで生成された第二の暗号化情報を第二の記録媒体に記録する。バックアップデー
タを復元するとき、第二の記録媒体から第二の暗号化情報を読み取り、第二の暗号化情報
を第二の記録媒体が持つ識別情報に基づいて解読し、この解読された第二の暗号化情報を
第一の暗号化情報として復元して第一の記録媒体に記録するものである。このことにより
バックアップ記録が可能となり、正規のユーザに不利益を与えることなく、著作権者の権
利を保護することができる。
【００３８】
【発明の効果】
以上説明のように本発明によれば、複数の記録媒体を有する情報記録読取り装置において
、第一の記録媒体に記録された情報データを、バックアップ用の第二の記録媒体に記録す
る際、バックアップ用の第二の記録媒体に固有の識別情報に基づき暗号化して記録するこ
とにより、第一の記録媒体とはその内容を異にし、このことにより、コピー禁止の概念を
維持しつつ、バックアップするための記録を可能とするものである。また、何らかの原因
により第一の記録媒体に記録された元データが破壊されたとき、第二の記録媒体が持つ識
別情報に基づき解読することによって第一の記録媒体に元データの復元が可能となる。更
に、上記した記録、復元は相互認証により行われるため、違法なコピーを防止できる。
【００３９】
従って、著作権者に対する権利の保護がはかれると共に、更に、正規のユーザにも不利益
が生じることが無いようにコピー禁止の概念を維持しつつバックアップのための記録が可
能となり、今後の情報通信分野において有効な手段となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明が採用される情報再生システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】　図１におけるホームサーバの内部構成を示すブロック図である。
【図３】　図１におけるワイヤレス端末の内部構成を示すブロック図である。
【図４】　図１におけるワイヤレススピーカの内部構成を示すブロック図である。
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【図５】　図１、図２に示すホームサーバのうち、本発明と関係する部分のみ抽出して示
したブロック図である。
【図６】　本発明実施形態の動作手順をフローチャートで示した図である。
【図７】　本発明実施形態の動作手順をフローチャートで示した図である。
【符号の説明】
１…ホームサーバ、２…ワイヤレス端末、１１（２１、３１）…ＣＰＵ、１２（２２）…
操作キー、１４（２４、３２）…ＩＤＲＯＭ、１５（２６、３３）…送受信ユニット、１
６（２７）…ハードディスク装置（ＨＤＤ）、４４…バックアップディスク装置（ＨＤＤ
）、１１２（１２２）…復調器、１１３（１２１）…変調器、１１４（１１８）…解読器
、１１５（１２５）…ＩＤ抽出回路、１１６（１２４）…ドライブＣＰＵ、１１７…マル
チプレクサ、１１９（１２３）…暗号器

【図１】 【図２】
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